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在
宅
就
業
に
よ
る
障
害
者
の
就
業
機

会
拡
充
の
た
め
の
施
策
の
あ
り
方
を
検

討
し
て
き
た
、
厚
生
労
働
省
の
「
障
害

者
の
在
宅
就
業
に
関
す
る
研
究
会
」

（
※
）が
、
報
告
書
を
ま
と
め
ま
し
た
。

　

本
研
究
会
で
は
、
通
勤
等
の
移
動
の

制
約
や
健
康
上
の
理
由
か
ら
企
業
で
の

勤
務
に
耐
え
ら
れ
な
い
障
害
者
の
多
様

な
働
き
方
の
選
択
肢
が
広
が
る
よ
う
、

企
業
に
雇
用
さ
れ
る
た
め
の
支
援
策
と

在
宅
就
業
支
援
策
を
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
る
就
業
機
会
の
拡
大
や
、
在
宅

就
業
の
労
働
条
件
と
就
労
環
境
の
向
上

に
向
け
た
、
在
宅
就
業
障
害
者
と
発
注

元
事
業
主
の
双
方
に
と
っ
て
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
な
り
う
る
機
能
の
充
実

な
ど
を
在
宅
就
業
支
援
の
基
本
的
な
考

え
方
と
し
て
示
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
障
害
者
の
能
力
に
応
じ

た
就
業
機
会
を
確
保
し
、
自
立
を
図
る

上
で
重
要
な
方
策
と
な
る
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
Ｉ
Ｔ
技
術
を
活
用
し

た
、
今
後
の
障
害
者
の
在
宅
就
業
支
援

策
の
方
向
性
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

※http://www.m
hlw.go.jp/shingi/

２００４
/０４
/s０４０９

-５
.htm
l

障害者の在宅就業支援策の方向性

１．障害者の在宅就業への発注に対する奨励
　　障害者雇用促進法上、以下の選択肢のような仕組みを設けることが
考えられるが、どの方法が適当かは雇用支援策との関係も念頭に置き
つつ今後検討する必要。
　（１）一定額以上の外注を一人分の雇用とみなして発注元事業主の雇用

率に算定
　（２）雇用率未達成企業等が支払うべき納付金を減額したり、雇用率達

成企業等が受け取る調整金、報奨金に加算を行う方法
　（３）雇用率算定、納付金減額等とは別に何らかの経済的な奨励措置を

講じる方法

２．官公需における配慮
　　在宅就業に対する発注上の優遇措置を各地方公共団体に普及してい
く必要。国も、障害者基本計画を踏まえ、障害者の在宅就業への発注
に際しての配慮について十分な検討を行っていく必要。

３．セーフティネットとしての支援団体の整備
　　支援団体は、在宅就業を営む障害者、発注元事業主の双方にとって
のセーフティネットとして欠くことのできない存在であり、これを育
成していく必要。

４．在宅勤務の環境整備
　　障害者の在宅勤務の雇用管理に当たる者を配置するに当たっての助
成措置を手厚いものとしていくことが考えられる。また、「情報通信
機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライ
ン」（16年３月）の周知を図っていく必要。

５．能力開発機会の提供
　　集合研修への参加が容易でないこと等による障害者の研修機会の制
約を補うため、ＩＴを活用した在宅での技能習得を実施していく必要。

６．在宅就労コーディネーターの育成
　　請負、雇用といった就労形態にかかわらず、障害者の在宅での仕事
のコーディネートを行う人材を育成し、その配置を支援していく必要。

　

全
国
の
視
覚
に
障
害
の
あ
る
方
々
の

点
字
図
書
・
録
音
図
書
の
貸
し
出
し
な

ど
を
行
っ
て
い
る
、
貎福
 

日
本
点
字
図
書

館
と
貎福
 

日
本
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
は
、
自
宅

の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
デ
ジ
タ
ル
録
音
図
書

が
聞
け
る「
び
ぶ
り
お
ネ
ッ
ト
」（
※
）の

配
信
を
、
本
年
四
月
か
ら
開
始
し
ま
し

た
。「
び
ぶ
り
お
」（biblio

）
と
は
、
ギ

リ
シ
ャ
語
の
「biblion

」（
書
物
）
と
い

う
言
葉
か
ら
派
生
し
た
も
の
。

　

こ
れ
ま
で
録
音
図
書
の
貸
し
出
し

は
、
図
書
館
に
足
を
運
ぶ
か
郵
送
で
送

っ
て
も
ら
う
方
法
が
主
だ
っ
た
た
め
、

利
用
し
に
く
か
っ
た
り
、
聞
き
た
い
録

音
図
書
が
貸
し
出
し
中
で
、
借
り
る
ま

で
に
時
間
を
要
す
る
な
ど
の
不
便
さ
が

あ
り
ま
し
た
。
今
回
ス
タ
ー
ト
し
た
こ

の
ネ
ッ
ト
で
は
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
接

続
が
可
能
な
環
境
が
整
っ
て
い
れ
ば
、

二
十
四
時
間
、
誰
で
も
手
軽
に
録
音
図

書
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
同
時
受
信
が
可
能
な
た
め
、
聞
き
た

い
図
書
を
他
の
人
が
利
用
し
て
い
る
場

合
で
も
、
待
ち
時
間
な
く
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
他
、
①
書
名
や
著
者
名
、
出
版

社
名
な
ど
、
関
連
す
る
語
句
の
文
字
を

入
力
し
て
検
索
が
可
能
、
②
全
文
を
聞

く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、「
試
し
読
み
」
や

「
部
分
的
拾
い
読
み
」が
で
き
る
た
め
、

利
用
者
個
々
の
用
途
に
合
わ
せ
た
幅
広

い
利
用
が
可
能
、
③
図
書
選
択
の
参
考

と
な
る
よ
う
、
新
刊
案
内
や
利
用
状
況

の
ベ
ス
ト
テ
ン
情
報
の
提
供
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
図
書
館
か
ら
の
お
知

ら
せ
を
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用

者
間
の
情
報
の
共
有
化
を
実
現
で
き
る

な
ど
、
視
覚
に
障
害
の
あ
る
方
の
読
書

環
境
の
充
実
に
向
け
た
サ
ー
ビ
ス
が
整

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
の
は
、
視

覚
に
障
害
の
あ
る
個
人
と
盲
学
校
や
点

字
図
書
館
な
ど
、
著
作
権
法
で
定
め
る

視
覚
障
害
者
関
係
施
設
。
利
用
に
際
し

て
は
、
再
生
ソ
フ
ト
購
入
代
、
年
間
サ

ポ
ー
ト
料
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
両
施
設
が
所
蔵
す
る
録
音
図

書
の
う
ち
、
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
た

録
音
図
書
約
千
タ
イ
ト
ル
の
利
用
が
可

能
で
す
が
、
今
後
は
新
刊
図
書
な
ど
も

利
用
で
き
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

※http://www.nittento.or.jp/RO
KU

O
N
/haisin.htm
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◆北海道・東北・関東・中部
地方にお住まいの方

日本点字図書館　図書情報課
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◆近畿・中国・四国・九州・
沖縄地方にお住まいの方

日本ライトハウス盲人情報文
化センター　読者サービス係

�０６－６４４１－００１７
FAX０６－６４４１－００３９

障
害
者
の
在
宅
就
業
に
関
す
る
研
究
報
告
公
表
さ
れ
る

録
音
図
書
の
配
信
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
ま
し
た

申し込み先


